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第一部【証券情報】
第１【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄 株式会社紀陽銀行第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額 (円)金3,000百万円
各社債の金額（円） １億円
発行価額の総額（円） 金3,000百万円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％）

１．払込期日の翌日から平成28年９月21日まで

東短キャピタルマーケッツ株式会社提示の円の５年スワップ・

オファード・レートに1.00％を加えた率～同レートに2.00％を

加えた率を仮条件とする。（注）13、14

２．平成28年９月21日の翌日以降

別記「利息支払の方法」欄第１項第（2）号で定義する６ヶ月ユー

ロ円ライボーに（未定）％（2.50％～3.50％を仮条件とする。）を

加算したものとする。（注）13、14

利払日 毎年３月21日及び９月21日（注）14

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限
（1）　利息の計算期間

①　本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日（別記「償還の

方法」欄第２項第（1）号に定義する。以下同じ。）（ただし、期

限前償還される場合については期限前償還期日（別記「償還の

方法」欄第２項第（3）号に定義する。以下同じ。）。）までこれ

をつけ、平成24年３月21日を第１回の支払期日としてその日ま

での分を支払い、その後毎年３月及び９月の各21日（以下「支

払期日」という。）にその日までの前半か年分を支払う。（注）

14

②　利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたるとき

は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

③　払込期日の翌日から平成28年９月21日までの間において半か

年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日

割をもってこれを計算する。（注）14

④　平成28年９月21日の翌日以降の各利息計算期間（本項第（2）

号に定義する。以下同じ。）について、各社債権者が各口座管理

機関（別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程に定め

る口座管理機関をいう。）に保有する各社債の金額の総額（以

下「各社債の金額の総額」という。）について支払われる利息

金額は、各社債の金額の総額に別記「利率」欄第２項の規定に

基づき決定される利率及び当該利息計算期間の実日数を分子と

し360を分母とする分数を乗じることによりこれを計算し、円位

未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。（注）14

⑤　償還期日後（ただし、期限前償還される場合については期限前

償還期日後。）は利息をつけない。

⑥　本社債の利息の支払については、本項のほか、別記（注）６に

定める劣後特約に従う。
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（2）　各利息計算期間の適用利率の決定

①　別記「利率」欄第２項の規定に基づき決定される本社債の利

率は、支払期日の翌日から次回の支払期日までの各期間を利息

計算期間とし、各利息計算期間の開始直前の支払期日の２日前

（ロンドンにおける銀行休業日はこれに算入しない。以下「利

率基準日」という。）のロンドン時間午前11時現在のロイター

3750頁（円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示するロイ

ターの3750頁またはその承継頁をいい、以下「ロイター3750

頁」という。）に表示されるロンドン銀行間市場における円の

６ヶ月預金のオファード・レート（小数点以下第５位を四捨五

入する。以下「６ヶ月ユーロ円ライボー」という。）に別記「利

率」欄第２項に定める所定のスプレッドを加算したものとし、

各利率基準日の翌日（東京における銀行休業日にあたるとき

は、その翌日。以下「利率決定日」という。）に当行がこれを決

定する。

②　利率基準日に、６ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表

示されない場合もしくはロイター3750頁が利用不能となった場

合には、当行は利率決定日にすべての利率照会銀行（その利率

基準日の前日（ロンドンにおける銀行休業日にあたるときは、

その前日。）のロンドン時間午前11時現在のレートとしてロイ

ター3750頁に表示された６ヶ月ユーロ円ライボーを算出するた

めに、そのレートを提供し、それが使用された銀行をいい、以下

「利率照会銀行」という。）の東京の主たる店舗に対し、利率基

準日のロンドン時間午前11時現在の６ヶ月ユーロ円ライボーの

提示を求め、その平均値（上位及び下位各２つを除き、算術平均

値を算出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）を当該

利息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーとする。

③　本号②の場合で、当行に６ヶ月ユーロ円ライボーを提示した利

率照会銀行が２行以上ではあるがすべてではない場合、当該利

息計算期間に適用される６ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率

照会銀行の６ヶ月ユーロ円ライボーの平均値（算術平均値を算

出したうえ、小数点以下第５位を四捨五入する。）とする。

④　本号②の場合で、当行に６ヶ月ユーロ円ライボーを提示した利

率照会銀行が２行に満たない場合、当該利息計算期間に適用さ

れる６ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日の前日（ロン

ドンにおける銀行休業日にあたるときは、その前日。）のロンド

ン時間午前11時現在のレートとしてロイター3750頁に表示され

た６ヶ月ユーロ円ライボーとする。

⑤　当行及び別記（注）４に定める財務代理人は、各利息計算期間

の開始日から５日以内（利息計算期間の開始日を含み、東京に

おける銀行休業日はこれに算入しない。）に、上記により決定さ

れた本社債の利率を各本店において、その営業時間中、一般の閲

覧に供する。

２．利息の支払場所
別記（注）12記載のとおり。

償還期限 平成33年９月21日（注）15
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償還の方法

１．償還価額

各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限

（1）　本社債の元金は、平成33年９月21日（以下「償還期日」とい

う。）にその総額を償還する。（注）15

（2）　本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、平成

28年９月21日以降に到来するいずれかの支払期日（別記「利息

支払の方法」欄第１項第（1）号に定義する支払期日をいう。）

に、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前償還するこ

とができる。（注）14

（3）　本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還しよ

うとする日（以下「期限前償還期日」という。）より前の25日以

上60日以内に必要な事項を別記（注）７に定める公告もしくは

その他の方法により社債権者に通知する。

（4）　償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その

前銀行営業日にこれを繰り上げる。

（5）　本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、金融庁の承認を得

たうえで別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場

合を除き、これを行うことができる。

（6）　本社債の償還については、本項のほか、別記（注）６に定める

劣後特約に従う。

３．償還元金の支払場所

別記（注）12記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円）
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当

する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 平成23年９月13日（注）16

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 平成23年９月21日（注）16

振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に

留保されている資産はない。

財務上の特約 本社債には財務上の特約は付されていない。

（注）

１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当行は株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。）からＢＢＢ（トリプルＢ）の信用格付を平

成23年９月９日から平成23年９月13日までの間に本格付として取得する予定である。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性

（信用力）に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在

・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正

確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
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R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に

検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、そ

の他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ

(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をク

リックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができな

い可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-3276-3511

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第２号の定めに従い社

債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項に定める場合を除き、社債券

を発行することができない。

３．社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債

に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

５．期限の利益喪失に関する特約

本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。

６．劣後特約

（1）　本社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あ

るいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合

には、以下の規定に従って行われる。

①　破産の場合

本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が

継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。

（停止条件）

その破産手続の最後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの）に記載された配当に加えるべき債権のう

ち、本社債に基づく債権及び本（注）６（1）①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権

（ただし、本（注）６（1）③を除き本（注）６（1）と実質的に同じ条件を付された債権は、本（注）６（1）①乃至④

と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令に

よって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む。）を受けたこと。

②　会社更生の場合

本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が

継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。

（停止条件）

当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び

本（注）６（1）①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本（注）６（1）③を

除き本（注）６（1）と実質的に同じ条件を付された債権は、本（注）６（1）①乃至④と実質的に同じ条件を付された

債権とみなす。）を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
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③　民事再生の場合

本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がなされた場合、本社債に

基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、再生手続開始の決定がなされた

後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消も

しくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく

元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に溯って従前の効力に復するものとする。

（停止条件）

当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債権及び

本（注）６（1）①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本（注）６（1）③を

除き本（注）６（1）と実質的に同じ条件を付された債権は、本（注）６（1）①乃至④と実質的に同じ条件を付された

債権とみなす。）を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

④　日本法以外による倒産手続の場合

当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において本

（注）６（1）①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本

（注）６（1）①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、そ

の手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件に

かかることなく発生する。

（2）　上位債権者に対する不利益変更の禁止

本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、

そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者と

は、当行に対し、本社債に基づく債権及び本（注）６（1）①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付され

た債権（ただし、本（注）６（1）③を除き本（注）６（1）と実質的に同じ条件を付された債権は、本（注）６（1）①乃

至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く債権を有するすべての者をいう。

（3）　劣後特約に反する支払の禁止

本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本（注）６（1）①乃至④に従って発生していないにもかかわらず、その元

利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を

直ちに当行に返還する。

（4）　相殺禁止

当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会

社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合（ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡

易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは

再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。）、または日本法によ

らない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、本（注）

６（1）①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象

とすることはできない。

（5）　本（注）６（1）の規定により、当行について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の元利金の

支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

７．社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、当行定款所定の電子公告によりこれを

行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当行定款

所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重複するものがあるときはこれを省略

することができる。）によりこれを行う。

EDINET提出書類

株式会社紀陽銀行(E03581)

有価証券届出書（組込方式）

 6/13



８．社債要項の公示

当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

９．社債要項の変更

（1）　本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本（注）４を除くものとする。）の変更（本（注）６（2）の規定に反し

ない限度とする。）は、法令に別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議

は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

（2）　裁判所の認可を受けた本（注）９（1）の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

10．社債権者集会に関する事項

（1）　本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称する。）の社

債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社

法第719条各号所定の事項を本（注）７に定める方法により公告する。

（2）　本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。

（3）　本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）の10分の

１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第３項に定める書面を当行

に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して本種類の社債の社債権

者集会の招集を請求することができる。

11．費用の負担

以下に定める費用は当行の負担とする。

(1)　本（注）７に定める公告に関する費用

(2)　本（注）10に定める社債権者集会に関する費用

12．元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ

る。

13．利率については、上記仮条件により、需要状況を勘案した上で、平成23年９月９日から平成23年９月13日までの間に決定する

予定である。

14．利払日については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の６ヶ月毎の応当日に変更され

る。

15．償還期限については、上記のとおり内定しているが、払込期日の繰り上げに応じて、払込期日の10年後の応当日に変更され

る。

16．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率の決定日において正式に決定する予定である。なお、

申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがある。当該需要状況の把握期間は最長で平成

23年８月24日から平成23年９月13日までを予定しており、実際の利率の決定については、平成23年９月９日から平成23年９月

13日までのいずれかの日を予定している。また、払込期日についても平成23年９月16日または平成23年９月21日を予定してい

る。したがって、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成23年９月９日」となり、払込期日が繰り上がった場合は、「平成23

年９月16日」となることがありますのでご注意下さい。
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（1）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
（百万円）

引受けの条件

未定

（注）

未定

（注）

未定

（注）

未定

（注）

計 ― 3,000 ―

　（注）元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目５番

１号）及び野村證券株式会社（東京都中央区日本橋一丁目９番１号）に内定しているが、その他の引受人の氏名又は名

称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成23年８月25日から平成23年９月７日までの

間に決定し、平成23年９月９日から平成23年９月13日までの間に買取引受契約を調印する予定である。

 
（2）【社債管理の委託】

該当事項なし

 

３【新規発行による手取金の使途】

（1）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

3,000 30 2,970

 

（2）【手取金の使途】

上記差引手取概算額2,970百万円は、平成24年３月９日に期限前償還を実施する予定の第４回期限前償還条項付無担保社債

の償還資金の一部に充当する予定です。なお、支出時期までの資金管理は、他の保有資金と合わせ安定的な金融資産で運用す

る予定です。

 

 

第２【売出要項】

該当事項なし

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

 

第４【その他の記載事項】

該当事項なし
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第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

 

第三部【追完情報】

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、

有価証券届出書提出日（平成23年８月24日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は有価証券届出書提出日現在において

もその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

第四部【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度

（第201期）

自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日

平成23年６月30日

近畿財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出し

たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４

－１に基づき本届出書の添付書類としております。

 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし

第六部【特別情報】

該当事項なし
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成22年６月28日

株式会社　紀陽銀行

　取締役会　御中

あずさ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　　井　　一　　男　　　　㊞

 指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　西　　尾　　方　　宏　　　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　奥　　田　　　　　賢　　　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社紀陽銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細

表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財

務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社紀陽銀行及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成23年６月27日

株式会社　紀陽銀行

　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　　井　　一　　男　　　　㊞

 指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　奥　　田　　　　　賢　　　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社紀陽銀行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社紀陽銀行及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 

 

 

 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成22年６月28日

株式会社　紀陽銀行

　取締役会　御中

あずさ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　　井　　一　　男　　　　㊞

 指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　西　　尾　　方　　宏　　　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　奥　　田　　　　　賢　　　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社紀陽銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第200期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社紀陽銀行の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
 

EDINET提出書類

株式会社紀陽銀行(E03581)

有価証券届出書（組込方式）

12/13



 
独立監査人の監査報告書

 

 

平成23年６月27日

株式会社　紀陽銀行

　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　　井　　一　　男　　　　㊞

 指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　奥　　田　　　　　賢　　　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社紀陽銀行の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第201期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社紀陽銀行の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途

保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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